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第１　はじめに
　近年、産業競争の激化、情報社会の進展などによ
り、企業において、営業秘密の管理・保護は重要な
課題になっている。
　これを受けて、不正競争防止法の改正も逐次行わ
れている。これらの改正では、民事関係の規定のみ
ならず、刑事関係の規定（刑事手続きの特例含む）
の改正も行われており、また、実社会においても営

業秘密侵害罪により従業員が逮捕され、有罪判決を
受けるなどの事件報道がなされている。このような
観点からは、企業にとって、コンプライアンス上も、
営業秘密の管理が重要な課題となる。
　そこで、本稿では、営業秘密領得罪（不正競争防
止法21条１項３号）に関する刑事事件の最高裁決定

（最決平30・12・３）を取り上げ紹介する。まず、同
罪の構成要件要素である図利加害目的について、原
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審判決も含め紹介し、また、刑事事件における秘密
管理性の判断について、参考となる判決を紹介する。
　上記決定では、不正競争防止法21条１項３号の

「不正の利益を得る目的」の該当性についての判断が
なされている。まず、以下では、同決定の事案を紹
介し、不競法21条１項３号について説明する。

第２　事案の概要
　被告人Ｘは、自動車の開発、製造、売買等を業と
するＡ株式会社の商品企画部の従業員として勤務し
ていた。Ｘは、Ａ社のサーバーコンピュータに保存
された情報にアクセスするためのＩＤ及びパスワー
ドを付与されて、Ａ社が秘密として管理しているＡ
社の自動車の商品企画に関する情報等で公然と知ら
れていないものを示されていた。Ｘは、Ａ社が保有
する自動車の商品企画等に関する営業秘密に当たる
データファイルを、平成25年７月16日、あらかじめ
Ａ社のサーバーコンピュータにアクセスして、Ｘが
Ａ社から貸与されていたパーソナルコンピュータに
保存していたデータファイル８件等が含まれたフォ
ルダを、同パーソナルコンピュータから自己所有の
ハードディスクに転送させて、複製を作成した。ま
た、Ｘは、同月27日、同パーソナルコンピュータを
使用してＡ社サーバーコンピュータにアクセスして、
データファイル４件等が含まれたフォルダを同サー
バーコンピュータから自己所有のハードディスクに
転送させて、複製を作成した。
　第一審は、Ｘの行為は、不正競争防止法（平成27
年法律第54号による改正前のもの。）21条１項３号
ロに該当するとし、懲役１年（執行猶予３年）の有
罪判決を言渡した（なお、上記の事案の概要以外
の部分でＸは、一部無罪となっているものがある。）。
そして、控訴審は、被告人の控訴を棄却し、上告が
なされたが、最高裁は、刑訴法405条の上告理由に
当たらないとし、決定で上告を棄却した。

第３　決定要旨
　「…原判決が是認する第１審判決の認定及び記録
によれば、以下の各事実が認められる。
（１）　被告人は、Ａで主に商品企画業務に従事して

いたが、Ｂ自動車株式会社（以下『Ｂ』という。）
への就職が決まり、平成25年７月31日付けでＡを
退職することとなった。被告人は、Ｂにおいて、

海外で車両の開発及び企画等の業務を行うことが
予定されていた。

（２）　前記１の各データファイルは、Ａ独自のマ
ニュアルやツールファイル、経営会議その他の会
議資料、未発表の仕様等を含む検討資料等で、い
ずれもアクセス制限のかけられたＡのサーバーコ
ンピュータに格納される等の方法により営業秘密
として管理されていた。

（３）　被告人は、Ａから、パーソナルコンピュータ
（ノート型。以下『会社パソコン』という。）を貸
与され、会社パソコンを持ち出して社外から社内
ネットワークに接続することの許可を受けていた。
他方、Ａにおいて、私物の外部記録媒体を業務で
使用したり、社内ネットワークに接続したりする
こと、会社の情報を私物のパーソナルコンピュー
タや外部記録媒体に保存することは禁止されてい
た。

（４）　被告人は、同月16日、自宅において、会社パ
ソコンに保存していた前記１（１）のデータファ
イル８件を含むフォルダを私物のハードディスク
に複製し、さらに、同月18日、自宅において、私
物のハードディスクから私物のパーソナルコン
ピュータ（以下『私物パソコン』という。）に同フォ
ルダを複製した。その後、最終出社日とされて
いた同月26日までの間に、被告人が複製した上記
データファイル８件を用いたＡの通常業務、残務
処理等を行ったことはなかった。

（５）　被告人は、同日、上司に対し、『荷物整理等
のため』という理由で翌27日の出勤を申し出て許
可を受け、同日、Ａテクニカルセンターにおいて、
持ち込んだ私物のハードディスクを会社パソコン
に接続し、Ａのサーバーコンピュータから前記１

（２）の各データファイルを含む合計5074件（容量
約12.8ＧＢ）のデータファイルが保存された４フォ
ルダを私物のハードディスクに複製しようとした
が、データ容量が膨大であったため、結局3253件
のデータファイルを複製したにとどまった。この
うち、『宴会写真』フォルダを除く３フォルダには、
それぞれ商品企画の初期段階の業務情報、各種調
査資料、役員提案資料等が保存されており、Ａの
自動車開発に関わる企画業務の初期段階から販売
直前までの全ての工程が網羅されていた。

…所論は、前記１（１）の複製の作成について、


